
 

Ｚ世代アイデアコンテスト（はみ出せコンテスト）募集要項 

～北九州市 Z世代チャレンジ応援事業～ 

 

１．概要 

 「日本一若者を応援するまち・北九州市」の実現を目指して、若者の自由な発想や提案を

実現させることを目的に、若者が自ら企画・実施する事業に対し、１事業あたり最大 3００

万円を上限として事業経費を補助し、挑戦を支援します。 

 また、採択された対象者へは、補助金とは別にアドバイザーによる助言などのプロジェク

ト実行に至る過程の伴走支援や補助金申請に係る手続きの支援を行います。 

 

２．対象者 

  申請できる方は、次のいずれも満たす方です。 

（１）平成７年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた個人もしくは団体（構成員すべ

て平成７年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた人） 

（２）自らが事業主体となり、企画した事業等が完了するまで責任を持って遂行できる人 

 

※北九州市暴力団排除条例第６条の規定により、暴力団又は暴力団員もしくは暴力団員

と密接な関係を有する団体・個人でないこと 

 

３．対象となる事業 

  対象となる事業は、令和７年３月３１日までの間に北九州市内の地域活性化や地域課題の

解決などの具体的なチャレンジをするもののうち、以下のすべてを満たすものです。 

（１） 北九州市の資源を活用すること 

（２） 若者ならではの新規性及び独創性があるもの 

（３） チャレンジによって市内の活性化が促されること 

 

４．補助金額及び対象となる経費 

（１）補助金額 １件につき上限３００万円 

（２）対象となる経費 

  対象となる経費は、補助対象活動の実施に直接要する経費とし、次の費用とします。 

賃金 報償費 旅費 消耗品・材料費 備品費 

委託費 広告宣伝費 役務費 使用料・賃借料 その他 

※ 対象外経費について 

・ 上記の経費であっても、支払を証明することができないものは対象外とします。 

・ 補助事業と関係のないものや、補助事業と関係のあるものであっても日常品や汎用  

性の高いものは対象外とします。 



 

・ その他、飲食費（交際費）、商品券等の金券の購入費、事務所用の備品購入費、経常的な

運営に関する経費、金融機関への振込手数料、代引き手数料等も対象外とします。 

 

５．申請方法 

（１）提出書類 

・申請書 

・別紙１ 事業計画書 

・別紙２ 団体（構成員）等一覧表 

（２）作成方法 

・申請書等の様式は、特設サイト

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/shinzidai/index.htmlからダウ

ンロードして使用してください。 

・作成にあたっては、記載例を参考の上、ご記入ください。 

※申請は、１個人につき１件まで 

（３）提出方法 

  Eメールで提出してください。 

（４）提出期限 

  令和６年 9月 11日（水） １７時必着 

 

６．申請に先立つ相談会の実施 

原則として申請者は、申請書の提出に先立ち、事務局との相談会の機会を持って頂きま

す（対面/オンラインいずれも可）。この相談会は、申請者と本事業の目的やイメージを共有

し、より良い事業アイデアの申請につなげるために実施します。 

相談会の実施日は８月 16日（金）13時～20時、８月 22日（木）13時～20時、８月

30日（金）13時～20時（いずれもセントシティ７階 AＴＯＭica北九州もしくはオンライ

ンで実施）です。それ以外の時間帯であっても、調整可能ですので、フォームからご連絡く

ださい。 

※提案の内容が固まっていない段階でも、遠慮なくご相談ください。 

※相談会での相談内容は、審査に影響はありませんので、ご安心ください。 

 

７．審査方法及び結果通知 

  申請書類をもとに、審査会による書面審査を実施します。書面審査の結果は９月 17日

（火）を目途に通知します。書面審査に通過した申請者は、令和６年 10月中旬に開催予定

である提案報告会（コンテスト）にて発表（プレゼンテーション）をしていただきます。 

 

 



 

８．プレゼンテーションに関するサポートの実施 

書面審査を通過した申請者は提案報告会（コンテスト）に先立って、発表（プレゼンテーショ

ン）に関する事務局からのサポートを受けていただきます（対面/オンラインいずれも可）。こ

のサポートは、申請者のアイデアを効果的にわかりやすく発表していただくために実施しま

す。 

※サポートの日程については書面審査結果通知とともにご連絡します。 

 

９．提案報告会（コンテスト）への参加 

提案報告会において、発表（プレゼンテーション）をしていただき、ここで採択事業（数件程

度）を決定します。 

 

１０．補助金申請書の作成 

採択事業の提案者は、補助金申請書を作成・提出いただきます。その際、補助金申請書の

作成に係る手続きを事務局が支援します。また、アイデアの実現に向け、必要に応じて専門

家の伴走支援を受けていただきます。 

※市からの補助金の支出は、概算払いも可能とします。 

 

11.事業実施 

 補助金交付決定後、事業を実施していただきます。事業実施にあたっては事務局が伴走支

援（実施にあたってのアドバイス、関係者との調整、課題設定から課題解決に至る支援等）を

行います。 

 

１２．成果発表会への参加 

採択事業の提案者は令和７年３月下旬に開催予定である成果発表会に出席の上、成果を

報告していただきます。 

 

１３．実績報告書の提出 

事業完了後２０日以内（令和７年３月３１日に完了した場合、そこから２０日以内）に、事業実

績報告書及び収支決算書、領収書等補助対象経費を支払ったことを証する書類を提出して

いただきます。その際、書類作成に係る手続きを事務局が支援します。 

  



 

 

【公募開始から補助金交付までのフロー】 

 

  



 

【審査ポイント】  

項目 説明 配点 

①新規性・独創性 ・型破りで奇抜な、面白いアイデアが含まれて

いるか 
４０ 

②提案に込めた動機・情熱

（パッション） 

・動機や情熱（パッション）が提案に十分に込め

られているか 
30 

③提案の実現によって得ら

れるインパクト 

・北九州のポテンシャル/課題を捉えているか 

・アイデアの実現によって、北九州市の活性化

を見込むことができるか 

２０ 

④費用の適正さ ・経費の支出に無理や無駄がなく、提案内容の

達成のために適切かつ必要な経費であるか 
10 

 

 


